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Ⅰ．日本の経済連携協定



「今後の経済連携協定の推進についての基本方針」

（平成16年12月21日経済連携促進関係閣僚会議）（抜粋）

1. 経済連携協定（EPA）は、経済のグローバル化が進む中、
WTOを中心とする多角的な自由貿易体制を補完するものとし
て我が国の対外経済関係の発展及び経済的利益の確保に寄
与するものである。同時に、EPAは我が国及び相手国の構造
改革の推進にも資するものである。

2. こうしたEPAは、東アジア共同体の構築を促す等、政治・外交
戦略上、我が国にとってより有益な国際環境を形成することに
資する。

（以下略）









日本の貿易総額に占める国・地域別割合（2007年）



今後のEPAに関する方針について

Ⅱ グローバル戦略

①世界に開かれた経済の構築

EPA締結国・地域を2009年初めまでに12以上とする目標に向
けて取り組む。さらに、締結国との貿易額の全体に占める割合を
2010年に25％以上とすることを目指し、別表の2010年に向けた
行程表を推進する。

「経済財政改革の基本方針2008」（平成20年6月27日閣議決定）（抜粋）



（別表）2010年に向けたEPA工程表



Ⅱ．WTOドーハラウンド



WTOドーハ・ラウンド交渉の流れ（2001年11月～2006年7月）



WTOドーハ・ラウンド交渉の流れ（最近の動き）



Ⅲ．日米FTAに向けた議論





米国の国・地域別輸入

米国の国・地域別輸出入（2007年）
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総額 1,953,699百万ドル 総額 1,162,708百万ドル

（出所）米国商務省





日米貿易構造
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日本の対米輸出（2007年）日本の対米輸入（2007年）



（日本経済団体連合会からの提言）



対外経済戦略の構築と推進を求める
―アジアとともに歩む貿易・投資立国を目指して―（抜粋）

（２００７年１０月１６日 経団連提言）

第２部 推進すべき対外経済戦略

１．「東アジア(経済）共同体」の構築に向けた検討

（５）日米ＥＰＡの意義

東アジア地域の統合は、閉ざされたものではなく、他国・地域に開かれたもので
あることが重要である。特に米国は、政治、経済両面において、東アジアにおけ
る安定と繁栄に重要な役割を果たしており、日米ＥＰＡは、東アジア(経済）共同体
と米国との橋渡しともなるものである。また、日米ＥＰＡは、ＡＰＥＣにおけるＦＴＡＡ
Ｐの実現に向けた基盤となりうるものである。東アジア経済連携の模範となるよう、
質の高く包括的な協定内容を目指すべきである。

こうした観点から、東アジア(経済）共同体形成と並行して日米ＥＰＡを実現し、政
治面・経済面での紐帯を強化していくことが重要である。



（経団連提言の続き）

２．グローバルビジネス・環境の整備
（２）日米、日EU EPA等の推進
・・・
今後は、次のような国・地域も優先的に交渉すべき相手先として勘案する必要
がある。

第一に、わが国にとって重要な輸出先、投資先となっている、あるいはわが国
からの輸出や投資に対し高い障壁を設けているなど、ＥＰＡの締結によって貿易・
投資の拡大・円滑化が期待できる国・地域である。

第二に、特にわが国と競争関係にある産業分野を多く有する国が既にＦＴＡを
締結済みか、締結に向けて交渉中の国・地域である。わが国が経済的不利益を
被ることのないよう、一刻も早い交渉の開始が求められる。

第三に、わが国と共通の価値観を有している、あるいは、わが国の総合的な
安全保障を確保する上で重要な国・地域など政治・安全保障上の配慮から関係
の維持・強化が求められる国・地域である。ＥＰＡは、関税・非関税障壁の撤廃だ
けでなく、投資、競争、環境、貿易救済措置等、広範な内容を含むことから、経済
面にとどまらず、政治・安全保障を含む総合的な二国間関係の強化にも資するも
のとなる。（以下略）



日本農業新聞 論説（2007年4月4日：抄）

米韓ＦＴＡ交渉の合意で「次は日本」という声が、日本国内で強まることを警戒し

なければならない。

日本経団連は、１月に米国の経営者団体と共同で、日米ＥＰＡ交渉に向けた政府
間研究を早期に始めるよう、声明を出した。しかし、日米両国の国内総生産（ＧＤＰ）
を合わせると世界の４割を占めるだけに、日米ＥＰＡは世界経済に与える影響が大
きい。国際的にも決して歓迎されるものではない。日本と米国の間では、米韓と違い、
工業製品の関税がお互いに低く、メリットが少ない。犠牲になるのは、わが国の農
業だけだ。そうしたリスクを冒してまで実施するものではなかろう。

米韓FTA合意／農業の役割を見失うな




